
船舶事故等調査報告書 

平成２１年８月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９那第３２号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年５月３日 ０２時２１分ごろ 

発生場所 鹿児島県国頭灯台から真方位１１４°２７.５海里付近 

（概位 北緯２７°１５.２′ 東経１２９°０９.９′） 

事故等調査の経過  平成２１年５月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務所）

を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 油送船 YUGAWASAN
ユ ガ ワ サ ン

（パナマ）、１５９,８６０トン 

   ９３２８７１６（IMO番号）、新和マリン株式会社（船舶管理会社）

Ｂ 漁船 光明
こうめい

丸、４.９トン 

   ＫＧ３－３６３３９（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、船長免状 

Ａ 二等航海士、二等航海士免状 

Ｂ 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷外板擦過傷 

Ｂ 船首部割損 

 事故等の経過 Ａ船は、船長ほか２３人が乗り組み、約２２５°の針路及び約１５.５ノ

ット（kn）の速力で航行中、Ｂ船は、１人が乗り組み、約１０８°の針路

及び約７kn の速力で自動操舵として、漁場に向け航行中、船長Ｂが居眠り

に陥った状態で、平成２１年５月３日０２時２１分ごろ、鹿児島県沖永良

部島東南東方沖において、Ａ船の右舷外板とＢ船の船首とが衝突した。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は、航行中、Ｂ船の進路を避けなかった可能

性があると考えられる。 

Ａ船は、Ｂ船を認めて、音響信号、発光信号を発

したものと考えられる。 

Ｂ船は、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥っ

た可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、夜間、沖永良部島東南東方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ

船が東進中、Ａ船がＢ船の進路を避けず、Ｂ船が単独で船橋当直中の船長

が居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生した可能性がある

と考えられる。 

 




